
 

 

資料４-１  

広陵町まちづくり推進計画 

 

○概要 

 自治基本条例のうち、多様な主体が互いに協力・連携することを通して、参画と協

働によるまちづくりを総合的かつ計画的に、そして具体的に推進する計画が必要で

あるため、令和５年３月に広陵町まちづくり推進計画を策定しました。 

 

○基本方針 

 計画期間の令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までに取り組むべき方向性

として３つの基本方針を定めます。 

図 まちづくりにおける主体の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


